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／
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（
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二
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〇
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事

二

井

関
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／

）

鉱
油
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／
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常
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大

最

〇

一
〇
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〇

〇

五

一
〇

〇
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〇

二
〇
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〇

〃

〃

〃

〃
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〇

三
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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値
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量
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染
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量
／
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遊

物

質

量

（

／

）
（

大

通
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最

大

最

八
〇
一
、一
〇
〇
一
、三
〇
〇

四
五
、
七
四
七
、
七
五
一
の

二
一
、
七
五
一
の
二
六
、
七

七
五
一
の
七
六
、
七
五
一
の

五
八
二
、
五
八
二
の
一
か
ら

五
〇
六
、
字
榎
ノ
木
谷
六
六

一
、
六
八
三
、
六
八
八
の
一

八
五
、
六
八
七
、
字
出
口
七

九
、
二
三
四
四
、
字
下
一
ノ

二
四
、
七
二
六
か
ら
七
二
八

四
七
四
、
一
四
七
五
、
一
四

状

態

の

類
）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

一

六

一
〇

・
一

検
出
せ
ず

検
出
せ
ず

検

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

状

態

の

鉱
油
類
／

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

一

六

一
〇

九
、
七
五
一
の
一
八
（
次
の
図
に

五
一
の
二
九
、
七
五
一
の
三
六
、

七
七
、
七
五
一
の
七
九
、
七
五
一

五
八
二
の
三
ま
で
、
字
本
浴
六
五

八
、
六
六
九
、
六
七
一
、
六
七
三

、
六
九
〇
、
六
九
六
、
六
九
七
、

〇
〇
、
字
間
所
七
〇
四
の
一
、
七

瀬
七
一
四
か
ら
七
一
六
ま
で
、
七

ま
で
、
七
三
〇
、
七
三
一
、
一
四

七
八
、
字
焼
尾
七
一
七
、
七
一
八

排
出
水
の

値

燐（

／

）

常

最

大

通

〇
・
四

〇
・
六

八
、

出
せ
ず

検
出
せ
ず

〇
・
四

〇
・
六

〃

〃

〃

八
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

汚
水
等
の

値

燐（

／

）

通

常

最

大

通

四

六

八
、

三

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
五
一

七
五
一
の
七
二
、
七
五
一
の
七
三

の
八
〇
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

三
、
六
五
四
、
七
五
一
の
三
二
、

か
ら
六
七
五
ま
で
、
六
七
九
、
六

七
〇
三
、
七
〇
四
の
一
、
字
浮
合

一
一
、
七
五
一
の
二
四
、
一
五

一
七
の
三
、
七
一
八
、
七
二
一
、

二
九
、
一
四
四
三
、
一
四
四
四
、

、
七
二
一
、
字
毛
無
谷
七
二
三
、

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

三
六
〇

九
、
四
五
五

〇

四
、
〇
〇
〇

〃

三
六
〇

九
、
四
五
五

〃〃〃

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

九
六
〇

一
〇
、
〇
五
五

の、限 二八六二七一七
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、
一
一
三
二
、
二
一
五
三
の
一

一
、
一
一
三
六
の
二
、
一
一
三
七

九
の
二
、
一
一
四
一
、
一
一
四

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

か
ら
七
八
二
ま
で
、
七
八
五
の
一

一
の
一
、
字
大
里
八
一
三
の
一
、

、
八
一
九
の
二
、
八
二
一
の
一
、

、
字
奥
大
里
八
一
九
の
一
、
八
二

、
八
二
四
の
四
八
か
ら
八
二
四
の

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

指
定
施
業
要
件

。
）
、
七
五
一
の
八
一
、
七
五
一

の
一
、
一
三
二
三
の
一
、
一
三

、
一
五
五
八
、
一
五
五
九
の
一
、

、
一
三
六
三
、
一
三
七
〇
、
一
三

、
一
三
七
三
、
一
三
七
四
、
一
三

三
五
か
ら
七
三
七
ま
で
、
七
三
九

二
の
一
、
字
入
炭
七
五
一
の
二
七

の
一
、
七
九
〇
か
ら
七
九
二
ま
で

一
一
八
一
の
一
、
一
一
八
二
、

光
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦

二
の
一
、
二
八
二
三
の
一
、
字

九
四
三
の
一
、
九
四
四
の
一
、

か
ら
二
一
五
三
の
三
ま
で
、
字

の
一
、
一
一
三
七
の
二
、
一
一

三
の
一
、
字
休
場
一
一
七
四
の
一

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
長
門
市

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

、
七
八
七
の
一
、
一
二
五
五
の

八
一
五
の
一
、
字
榎
木
谷
八
一

八
二
一
の
二
、
八
二
四
の
一
、

四
の
一
一
、
八
二
四
の
一
五
、

五
一
ま
で
、
八
二
四
の
五
四
、

の
八
七
、
七
五
六
の
一
、
七
七

五
〇
、
一
四
六
二
か
ら
一
四
六
五

字
西
ケ
浴
七
三
四
、
七
四
四
、

七
一
の
一
、
一
三
七
一
の
二
、

八
六
の
一
、
一
四
七
四
、
一
四

、
七
四
一
、
七
四
二
、
一
四
〇

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
七
九
四
の
一
、
八
五
二
の
一

一
一
八
五
、
一
一
八
六
、
字
姥

覧
に
供
す
る
。
）

大
原
九
三
二
、
九
三
五
、
九
三

二
八
二
九
、
字
ヒ
ノ
久
保
一
一

白
は
げ
一
一
三
五
、
一
一
三
六

三
八
、
一
一
三
九
の
一
、
一
一

、
一
一
七
六
、
一
一
七
八
の

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

一
、
一
二
六
二
、
字
下
河
内
八

六
の
一
、
八
一
六
の
四
、
八
一

八
二
四
の
一
〇
、
八
二
四
の
一

八
二
四
の
一
八
、
八
二
四
の
四

字
長
田
一
二
七
〇

一
か
ら
七
七
四
ま
で
、
一
三
二

ま
で
、
一
四
七
〇
、
一
四
七

七
四
九
、
一
三
五
八
、
一
三
六

一
三
七
二
の
一
、
一
三
七
二
の

七
五
、
一
四
七
七
、
字
一
ノ
瀬

一
、
字
黄
蓮
七
四
七
の
一
、
八

。
）
、
七
五
一
の
二
八
、
七
八

、
八
五
二
の
二
、
字
原
田
七
八

八
の
一
、
字
河
内
神
二
九
六

二

指
定
の
目
的

畠
二
一
二
八
、
二
一
二
九
の

七
の
一
、
二
一
五
八
、
二
一

一
、
二
一
六
五
の
二
、
二
一

七
〇
の
一
、
二
一
七
一
、
二

一
、
二
一
八
五
の
一
、
二
一

三
の
一
、
字
大
平
二
一
九
〇

二
一
九
四
、
字
小
水
第
二

字
諏
訪
ノ
前
二
八
三
二
、
二

三
六
、
二
一
三
六
の
一
、
二

四
の
一
二
ま
で
、
二
一
五
〇

三
、
字
弁
天
一
五
四
六
、
一

五
、
字
鳶
ノ
巣
一
六
六
一
の

九
、
字
茶
臼
山
一
九
五
六
、

五
、
字
杉
ケ
迫
一
九
六
六
、

一
、
字
ご
ま
ノ
木
一
九
九
三

ノ
口
二
一
〇
五
の
一
か
ら
二

上
一
四
八
七
、
字
後
河
原
一

一
、
一
五
一
一
の
一
、
一
五

〇
、
一
五
二
一
の
一
、
字
小

二
八
の
三
、
一
五
二
九
の
六

一
七
の
二
、
二
一
一
七
の
七

五
か
ら
二
一
二
二
の
七
ま
で

三
の
六
ま
で
、
二
一
二
三
の

二
七
、
字
瀬
羽
戸
一
五
三
三

ケ
迫
一
一
八
九
の
一
、
一
一

の
一
、
一
二
〇
一
、
一
二
〇

一
一
三
、
二
一
一
九
、
字
ご

四
、
一
二
一
五
の
一
、
一
二

一
、
一
二
二
〇
の
四
、
字
道

一
九
九
八
の
一
、
一
九
九
九

二
〇
〇
六
、
二
〇
〇
七
、
二

〇
一
五
、
二
〇
一
六
、
二
〇

五
の
一

一
、
二
一
二
九
の
三
、
二
一
三
〇

五
九
、
二
一
六
一
、
字
大
窪
二
一

六
六
の
一
、
二
一
六
六
の
二
、
二

一
七
八
の
一
、
二
一
七
九
、
二
一

八
七
の
一
、
二
一
八
七
の
二
、
二

の
一
、
二
一
九
一
、
二
一
九
二
の

二
二
四
一
の
一
、
字
小
水
第
三

八
三
三
、
字
小
水
第
一

二
九
一

一
四
四
の
一
か
ら
二
一
四
四
の
四

、
字
狼
岩
一
五
三
七
か
ら
一
五
四

五
四
七
の
一
、
一
五
四
八
の
三
、

一
、
字
千
人
塚
一
六
六
七
の
一
、

一
九
五
七
の
一
、
一
九
五
九
の
一

一
九
六
七
、
一
九
六
九
、
一
九
七

、
一
九
九
四
の
一
か
ら
一
九
九
四

一
〇
五
の
三
ま
で
、
二
一
〇
六
の

四
九
八
、
一
五
〇
一
の
一
、
一
五

一
二
の
一
、
一
五
一
七
の
一
、
一

迫
一
五
二
四
、
一
五
二
五
、
一
五

、
一
五
三
一
の
一
、
二
一
一
四
、

、
二
一
二
一
の
一
、
二
一
二
二
の

、
二
一
二
二
の
九
、
二
一
二
二
の

八
か
ら
二
一
二
三
の
一
二
ま
で
、

、
一
五
三
四
、
二
一
三
一
の
一
、

九
〇
、
一
一
九
二
、
一
一
九
四
、

三
の
一
、
一
二
〇
八
、
一
二
〇
九

満
の
木
一
二
一
二
の
一
、
一
二
一

一
六
の
一
、
一
二
一
七
、
一
二
一

場
一
三
〇
一
の
五
、
一
九
九
六
、

の
一
、
二
〇
〇
〇
の
一
、
二
〇
〇

〇
〇
八
の
一
か
ら
二
〇
〇
八
の
三

一
八
の
一
、
二
〇
一
八
の
二
、
二

、
二
一
三
〇
の
一
、
字
笹
尾
二
一

六
二
、
二
一
六
三
、
二
一
六
五

一
六
七
か
ら
二
一
六
九
ま
で
、
二

八
〇
の
一
、
字
小
水
二
一
八
四

一
八
八
、
二
一
八
九
の
一
、
二
一

一
、
二
一
九
三
、
二
一
九
三
の
三

二
二
五
〇
の
一
、
二
二
五
〇
の
二

六
の
一
、
二
九
一
六
の
二
、
二
九

ま
で
、
二
一
四
四
の
六
か
ら
二
一

五
ま
で
、
二
九
三
〇
、
二
九
三
〇

一
五
四
九
、
一
五
五
三
、
二
九

一
六
六
九
、
一
六
七
五
、
二
八

、
一
九
六
一
、
一
九
六
四
、
一
九

〇
、
一
九
七
二
の
一
、
一
九
七
三

の
三
ま
で
、
一
九
九
四
の
六
、
字

一
、
二
一
〇
七
、
二
一
五
二
、
字

〇
四
、
一
五
〇
五
、
一
五
〇
九

五
一
八
の
一
、
一
五
一
九
、
一
五

二
七
の
一
、
一
五
二
八
の
一
、
一

二
一
一
五
、
二
一
一
七
の
一
、
二

一
、
二
一
二
二
の
三
、
二
一
二
二

一
〇
、
二
一
二
三
の
一
か
ら
二
一

二
一
二
五
、
二
一
二
六
の
一
、
二

二
一
三
一
の
二
、
二
一
三
三
、
二

一
一
九
七
、
一
一
九
八
、
一
二
〇

の
一
、
二
一
〇
九
、
二
一
一
〇
、

二
の
三
、
一
二
一
三
の
一
、
一
二

八
の
一
、
一
二
一
九
、
一
二
二
〇

一
九
九
七
の
一
、
一
九
九
七
の
二

一
、
二
〇
〇
三
、
二
〇
〇
四
の
二

ま
で
、
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
一
、

〇
二
二
か
ら
二
〇
二
五
ま
で
、
字

四

五の一の九、、一 四の二〇六の田箕 の二五一の二一一 〇二一の、、二水



平成 年 月 日 金曜日

三四山
都

計
画

山 口 県

計
画

一二

（定期）報

市
建

山
都

第 号

三

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

事
業
地

下
関
市
竹
崎
町
三
丁
目
、
竹
崎
町

口
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

通
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し

道
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

施
行
者
の
名
称

下
関
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

設
経
済
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て

口
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

水
源
の
か
ん
養

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

山
口
県
知

か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

四
丁
目
及
び
大
和
町
一
丁
目

第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項

た
。

た
。

山
口
県
知

・
五
竹
崎
長
崎
線

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

縦
覧
に
供
す
る
。
）

第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市

と
お
り
と
す
る
。

事

二

井

関

成

一
日
ま
で

の
規
定
に
基
づ
き
、
下
関
都
市

事

二

井

関

成

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

の
規
定
に
基
づ
き
、
下
関
都
市

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

一

施
行
者
の
名
称

周
南
市

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目

山
口
県
告
示
第
四
百
三
十
四

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

計
画
道
路
事
業
を
次
の
と
お
り

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

一

施
行
者
の
名
称

下
関
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

下
関
都
市
計
画
広
場
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

四

事
業
地

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目

山
口
県
告
示
第
四
百
三
十
三

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

計
画
広
場
事
業
を
次
の
と
お
り

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

一

施
行
者
の
名
称

下
関
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

下
関
都
市
計
画
通
路
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

四

事
業
地

号
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第

認
可
し
た
。

十
四
日

山
口

び
名
称

一
下
関
駅
南
口
交
通
広
場

十
四
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月

号
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第

認
可
し
た
。

十
四
日

山
口

び
名
称

一
下
関
駅
東
西
連
絡
通
路

十
四
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月

五

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
南
都

県
知
事

二

井

関

成

三
十
一
日
ま
で

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
関
都

県
知
事

二

井

関

成

三
十
一
日
ま
で

市 市



平

二

成 年 月 日 金曜日

山
急

一
部滝

山 口

一二三四

（定期）県 報

山
都

計
画

第 号

二三四
丁

区
域
の
範
囲

口
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

町

地
区
に
関
す
る
部
分
二

区

施
行
者
の
名
称

周
南
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
通
路
事
業
三
百
一

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

事
業
地

周
南
市
大
字
徳
山

口
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

通
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
二

周
南
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

事
業
地

周
南
市
御
幸
通
二
丁
目
、
大
字
徳

目
、
築
港
町
、
住
崎
町
及
び
千
代

関
す
る
告
示
（
平
成
十
九
年
山

山
口
県
知

域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め

徳
山
駅
南
北
自
由
通
路

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項

た
。

山
口
県
知

・
三
百
二
徳
山
停
車
場
線

・
三
百
四
海
岸
通
線

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

山
、
み
な
み
銀
座
一
丁
目
、
有

田
町

口
県
告
示
第
百
五
十
三
号
）
の

事

二

井

関

成

る
。

一
日
ま
で

の
規
定
に
基
づ
き
、
周
南
都
市

事

二

井

関

成

一
日
ま
で

楽
町
、
銀
座
一
丁
目
、
本
町
一

月
二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

覧
に
供
し
ま
す
。

公

（
四
一
九
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

〃

〃

〃

〃

水

の

上

町

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

水

の

上

町

〃

上

宇

野

令

常

〃

〃

〃

〃

〃

〃

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

号
と
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に

市

名

大

字

名

（
町

名
）
字

山

口

市

水

の

上

町

〃

上

宇

野

令

常

〃

〃

〃境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

告

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

四
六
一
の
二

一
七
五
九

一
七
五
九

一
七
五
九

一
七
五
九
第
四

一
七
六
一
の
一

一
七
五
九
第
四

の
一
三
地
内

四
六
一
の
一
及
び
四
六

の
一
三
地
内

四
六
一
の
一
及
び
四
六

の
一
三
地
内

一
七
五
九

栄

寺

四
六
一
の
二

四
六
一
の
二

四
六
一
の
二

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
六
号

囲
ま
れ
た
区
域

名

地

番

一
七
六
二
の
三

栄

寺

四
六
一
の
一
及
び
四
六

の
一
三
地
内

四
六
一
の
一
及
び
四
六

県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
三
年

十
号

十
一
号

十
二
号

十
三
号

十
四
号

十
五
号

十
六
号

一

四
号

一

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

標

柱

番

号

一
号

一

二
号

一

三
号

六

縦 お二 一

公

告



平成

株竹

年 月 日 金曜日

一二
日

三
名

山 口 県

大
と
お当

四
日

観
光

（定期）報

三
点び

（
四

第 号

一二

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
ニ
ッ
カ
シ
ス
テ
ム

東
京

村
電
機
株
式
会
社

周
南

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

周
陽
タ
ウ
ン

所
在
地

周
南
市
周
陽
一
丁
目

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

本
化
学
工
業
株
式
会
社

東
京

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五

部
産
業
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

代

表

者

の

氏

名

田

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

周

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

視
覚
障
害
者
に
対
し
て
、
点
訳
・

訳
・
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成

文
化
の
向
上
を
図
り
、
視
覚
障
害

二
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

周

所

都
江
東
区
亀
戸
九
丁
目
一
一
番

市
住
吉
町
一
番
一
五
号

在
地

二
番
二
三
号

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

都
江
東
区
亀
戸
九
丁
目
一
一
番

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

中

正
臣

南
市
速
玉
町
三
番
一
七
号

音
訳
図
書
の
製
作
や
貸
出
な
ど

に
関
す
る
事
業
な
ど
を
行
い
、

者
の
た
め
の
福
祉
に
貢
献
す
る

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

南
視
覚
障
害
者
図
書
館

代
表
者
の
氏
名

一
号

鈴
木

義
博

竹
村

恭
典

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

一
号

佐
藤

源
一

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十

働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
産
業

事

二

井

関

成

情
報
提
供
に
関
す
る
事
業
や
、

視
覚
障
害
者
の
生
活
、
教
養
及

こ
と
。

届
出

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

う
。
）
を
変
更
し
た
の
で
、
同

の
計
画
を
次
の
と
お
り
公
表
し

午
前
零
時
か
ら
午
後
十

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一

（
四
二
一
）
山
口
県
の
海
洋
生

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び

の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
の
海

氏

名

又

は

名

株
式
会
社
ニ
ッ
カ
シ
ス
テ

竹
村
電
機
株
式
会
社

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

三
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
四
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

二
一
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設

平
成
二
十
三
年
八
月
二
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

一
、
〇
八
一
平
方
メ
ー
ト

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

駐
車
場
の
収
容
台
数

三
五
台

条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

ま
す
。

二
時
ま
で

日物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す

管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年

洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に

称

開

ム

午〃

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

翌
日
の
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

の
容
量

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

を
す
る
日

舗
面
積
の
合
計

ルの
配
置
に
関
す
る
事
項

七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更

る
計
画
の
変
更
の
公
表

法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七

関
す
る
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と

店
時
刻

閉
店
時
刻

前
一
〇
時

午
後
一
二
時

午
後
九
時
三
〇

る
時
間
帯

刻
及
び
閉
店
時
刻

後 項い 分



平成 年 月 日 金曜日

二
事二し画

山 口 （定期）県 報 第 号

一

ま
た
、
過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績

を
は
じ
め
、
資
源
の
積
極
的
な
培

作
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種

項本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定

年
及
び
平
成
二
十
三
年
の
管
理
の

、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁
場
の

に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す
る
こ

定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲

な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

２

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定

に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た

３

漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力

な
指
導
及
び
監
督
を
行
う
。

資
源
回
復
計
画
の
推
進

緊
急
に
資
源
の
回
復
を
図
る
こ

に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

２

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
県

源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源

知
見
を
踏
ま
え
、
漁
業
の
経
営

係
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で

に
、
海
洋
生
物
資
源
を
持
続
的

よ
り
、
漁
業
の
発
展
と
水
産
物

漁
獲
量
及
び
漁
獲
努
力
量
の
管

１

資
源
量
に
応
じ
た
漁
獲
を
実

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理

基
本
理
念

１

我
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る

に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
を
示

展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に

養
、
漁
場
の
環
境
の
保
全
等
を

づ
く
具
体
的
な
取
組
を
総
合
的

類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
の
管
理

海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の

対
象
と
な
る
期
間
及
び
数
量
は

形
成
状
況
が
毎
年
大
き
く
変
化

と
が
あ
る
。

可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め

さ
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物

量
に
対
し
て
、
適
切
な
管
理
措

可
能
量
を
適
切
に
管
理
す
る
た

と
が
必
要
な
海
洋
生
物
資
源
に

で
あ
る
。

と
し
て
は
、
国
及
び
関
係
機
関

の
内
容
、
当
該
資
源
を
取
り
巻

状
況
等
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、

、
そ
の
自
主
的
な
海
洋
生
物
資
源

に
利
用
す
る
た
め
の
適
切
な
資

の
供
給
の
安
定
を
図
る
。

理現
す
る
た
め
、
国
の
基
本
計
画

山
口
県
知

に
関
す
る
方
針

海
洋
生
物
資
源
は
、
低
水
準
、

し
て
い
る
も
の
が
多
く
な
っ
て

そ
の
基
幹
と
な
る
海
洋
生
物
資

よ
る
影
響
が
少
な
い
と
認
め
ら

内
容
と
す
る
資
源
回
復
計
画
を

に
進
め
る
。

の
対
象
と
な
る
数
量
に
関
す
る

漁
獲
可
能
量
に
係
る
平
成
二
十

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ

す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本
計

ら
れ
た
数
量
に
対
し
て
、
適
切

資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量

置
を
講
じ
る
。

め
、
漁
業
者
等
に
対
し
、
必
要

つ
い
て
、
漁
獲
努
力
量
の
削
減

と
連
携
し
、
特
定
海
洋
生
物
資

く
環
境
等
に
つ
い
て
の
科
学
的

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
関

の
管
理
を
推
進
す
る
と
と
も

源
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に

に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
一
種
特

事

二

井

関

成

減
少
傾
向
に
あ
り
、
本
県
海
域

い
る
。
今
後
と
も
水
産
業
の
発

源
を
適
切
に
管
理
し
、
合
理
的

た
だ
し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て

本
計
画
に
基
づ
き
、
数
量
を

な
お
、
海
域
別
及
び
期
間

ま
た
、
過
去
に
お
い
て
漁

響
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る

ら
れ
る
漁
業
に
つ
い
て
は
、

区

分

採

捕

す
る
め
い
か

三

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資

源
の
採
捕
の
種
類
別
、
海
域

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一

二
年
及
び
平
成
二
十
三
年
の

ま
あ
じ

ま
い
わ
し

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

れ
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物

せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績

な
お
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま

係
る
数
量
は
、
当
該
期
間
が

区

分

平

は
、
漁
場
の
形
成
状
況
が
毎
年
大

変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

別
の
数
量
は
、
定
め
な
い
。

獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
第
一
種

漁
業
に
つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と

明
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

の

種

類

平
成
二
十
二
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

平
成
二
十
三
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に

別
又
は
期
間
別
の
数
量
に
関
す
る

種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご

数
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類
別

平
成
二
十
三
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

平
成
二
十
二
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

平
成
二
十
三
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

平
成
二
十
二
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
三

平
成
二
十
三
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
四

資
源
に
つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と

が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る

さ
ば
の
平
成
二
十
三
年
七
月
か
ら

開
始
す
る
前
ま
で
に
定
め
る
。

期

平
成
二
十
二
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

成
二
十
二
年

平
成
二
十
三
年

き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の

特
定
海
洋
生
物
資
源
に
対
し
て
、

し
、
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
と
認

数

量

ま
で

若
干

ま
で

若
干

つ
い
て
、
第
一
種
特
定
海
洋
生
物

事
項

と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
平
成
二

の
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

ま
で

六
、
〇
〇
〇
ト
ン

ま
で

若
干

ま
で

若
干

年
六
月
ま
で

若
干

年
六
月
ま
で

未
定

し
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
ま
で
の
期
間

間

数

量

ま
で

六
、
〇
〇
〇
ト
ン

八

基影め 資十。 さに



平成

二

年 月 日 金曜日

五
る

山 口 県 （定期）報

四

第 号

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定

十
二
年
及
び
平
成
二
十
三
年
の
管

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が

す
る
め
い
か

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

る
よ
う
に
努
め
る
。

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種

事
項 中

型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は

た
め
、
当
該
漁
業
者
間
の
話
合
い

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が

ま
い
わ
し

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業

〃

小
型
ま
き
網
漁
業

〃

敷
網
漁
業

〃

す
く
い
網
漁
業

〃

定
置
漁
業
権
に
基
づ
く
定

定
置
漁
業
」
と
い
う
。
）

海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の

理
の
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類

営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら

前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績

類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の

、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状

漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績

網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び

営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら

前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る

、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状

漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績

網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び

管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施

、
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁

を
進
め
る
。

網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び

営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら

前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る

四
、
八
〇
〇

若
干

若
干

若
干

置
漁
業
（
以
下
「
大
型

若
干

漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
平
成

並
び
に
当
該
採
捕
の
種
類
に
係

、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

よ
う
に
努
め
る
。

経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が

が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な

管
理
の
対
象
と
な
る
量
に
関
す

ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

よ
う
に
努
め
る
。

ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

策
に
関
す
る
事
項

獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
す
る

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

よ
う
に
努
め
る
。

ト
ン

四
、
八
〇
〇
ト
ン

若
干

若
干

若
干

若
干

区

分

採

捕

の

さ
わ
ら

さ
わ
ら
・
た
い
・
ま

網
漁
業

六

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資

物
資
源
の
採
捕
の
種
類
別
、

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二

二
十
二
年
及
び
平
成
二
十
三

次
の
と
お
り
と
す
る
。

さ
わ
ら

さ
わ
ら
流
網
漁
業

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網

種
漁
業
及
び
手
繰

る
。
）

る
海
域
及
び
期
間
並
び
に
量

区

分

採

捕

の

平一月

種

類

海

域

平十月

安
芸
灘
及

び
伊
予
灘

平十月

な
が
つ
お
流
さ
し

平一月

周
防
灘

一十

源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能

海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
に
関
す

種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご

年
の
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類 月平一月

瀬
戸
内
海

平一月

漁
業
（
手
繰
第
二

第
三
種
漁
業
に
限

周
防
灘

平一十平

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

種

類

海

域

平十月

瀬
戸
内
海

平十

九

成
二
十
三
年
九
月

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

期

間

量
（
隻
日
）

成
二
十
二
年
六
月

六
日
か
ら
同
年
七

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

成
二
十
三
年
六
月

六
日
か
ら
同
年
七

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

成
二
十
二
年
九
月

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

日
か
ら
同
年
二
月

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

量
に
つ
い
て
、
第
二
種
特
定
海
洋

る
事
項

と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
平

別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
は

三
十
一
日
ま
で

成
二
十
二
年
九
月

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

成
二
十
三
年
九
月

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

成
二
十
二
年
一
月

日
か
ら
同
年
二
月

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

成
二
十
三
年
一
月

期

間

量
（
隻
日
）

成
二
十
二
年
六
月

六
日
か
ら
同
年
七

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

成
二
十
三
年
六
月

六
日
か
ら
同
年
七

六
、
七
八
七生成、



平

す
。

成 年 月 日 金曜日

二（
四下

都
市

で
、

山 口

下
都
市

で
、

す
。

一

（定期）県 報

事
八

況調
（
四

第 号

七
る

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

二
三
）
下
関
都
市
計
画
広
場
の
決

関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

計
画
広
場
の
決
定
に
係
る
同
法
第

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

計
画
通
路
の
決
定
に
係
る
同
法
第

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
通
路
一
下
関
駅
東

に
報
告
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
の
整

そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理

の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら

査
及
び
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に

二
二
）
下
関
都
市
計
画
通
路
の
決

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

網
漁
業
及
び
け
た
網
漁
業

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

と
と
も
に
、
第
二
種
特
定
海
洋
生

場
所

定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図

に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図

に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を

山
口
県
知

西
連
絡
通
路

備
を
進
め
る
。

び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に

、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す

進
め
る
。

定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
え
び
こ
ぎ

に
限
る
。
）

周
防
灘

平
成
二
十

一
日
か
ら

十
日
ま
で

平
成
二
十

一
日
か
ら

十
日
ま
で

管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ

の
指
示
す
る
操
業
制
限
等
に
従

物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
係

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下
関

書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下
関

書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

事

二

井

関

成

は
、
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状

る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る

二
年
一
月

同
年
二
月

一
一
、
六
八
五

三
年
一
月

同
年
二
月

一
一
、
六
八
五

き
施
策
に
関
す
る
事
項

っ
て
操
業
す
る
よ
う
に
指
導
す

る
漁
獲
努
力
量
等
が
迅
速
に
知

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

長
門
都
市
計
画
用
途
地
域

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

周
南
都
市
計
画
通
路
三
百

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

（
四
二
五
）
長
門
都
市
計
画
用

長
門
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

（
四
二
四
）
周
南
都
市
計
画
通

周
南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

都
市
計
画
通
路
の
決
定
に
係
る

で
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の

す
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

下
関
都
市
計
画
広
場
一
下

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

の
縦
覧
場
所

計
画
課

定
に
よ
る
長
門
都
市
計
画
用
途
地

の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し

十
四
日

山
口

称 称一
徳
山
駅
南
北
自
由
通
路

の
縦
覧
場
所

計
画
課

途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

路
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写

十
四
日

山
口

十
四
日

山
口

称関
駅
南
口
交
通
広
場

の
縦
覧
場
所

計
画
課

域
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す

県
知
事

二

井

関

成

し
の
縦
覧

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

縦
覧

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周

る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た

し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し

県
知
事

二

井

関

成

県
知
事

二

井

関

成

一
〇

第す。 す 南のま



平成

平
決
算

年 月 日 金曜日

一二（
四

山 口 県

（
四長

る
同

に
規

法
第

（定期）報

覧
に

一二

第 号

（
四長

る
同

同
法

に
お

成
二
十
二
年
十
一
月
山
口
県
議
会

の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

長
門
都
市
計
画
市
場
一
仙
崎
魚
市

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

二
八
）
平
成
二
十
一
年
度
山
口
県

二
七
）
長
門
都
市
計
画
市
場
の
変

門
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

長
門
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

二
六
）
長
門
都
市
計
画
防
火
地
域

門
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

定
例
会
で
認
定
さ
れ
た
平
成
二

山
口
県
知

場場
所

歳
入
歳
出
諸
決
算
の
要
領
の
公

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
長
門
都
市
計
画
市
場
の
変
更

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条

、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と

山
口
県
知

防
火
地
域

場
所

及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
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１

得
取

産
動

不
４

税
費

消
方ル

ゴ
６
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た
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５
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車
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自

７

税
用
利
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フ
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引
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軽
８
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得
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成
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十
二
年
十
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月
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平

税
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１

十
四
日
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口

歳
計
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度

年
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滞
延

９

２ １

８

２ １

７

１

等
料

過
び

及
金

算
加

、
金

金
算

精
割

子
利

子
利

金
預

入
歳

債
県

債
県

入
雑

入
収

繰
計

会
別

特

金
入

繰

計
合

金
越

繰

金
入

繰
金

基

金
入

元
金

付
貸

入
収

諸

金
越

繰 国

入
収

業
事

託
受

入
収

利

委

金
助

補
庫

国

金
担

負
庫

用
運

産
財

入
収

産
財

金
託

付
寄

入
収

払
売

産
財

入
収 策
対

全
安

通
交

金
付

寄

金

び
及

金
担

分

金
付

交
別

特

使

金
担

負

金
担

分

金
担

負

料
用

使

料
数

手
び

及
料

用

円

金
出

支
庫

国

料
数

手

出
歳

１

費
業

産
水

５

費
業

林
４

発
開
力

能
業
職

２

費
政

労

働
労

４

費
策

対
業

失
３

費

業
産

水
林

農
６

費
会

員
委

費
業

産
畜

２

費
業

農
１

費

費
助

救
害

災
８

費
地

農
３

費
生

衛
衆

公
１

費
生

衛
４

所
健

保
７

費
生

衛
境

環
４

費
薬

医
８

費

災
防

６

費
働

労
５

費
院

病

事
人

８

費
査

調
計

統
７

費費
員

委
査

監
９

費
会

員
委

費
祉

福
会

社
１

費
生

民
３

保
活

生
７

費
祉

福
童

児
４

費
会

議
１

費
会

議
１

費
護

費
理

管
務

総
１

費
務

総
２

費
税

徴
３

費
整

調
画

企
２

挙
選

５

費
興

振
村

町
市

４

費

一
二
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（定期）報

２ １

９

６ ５ ４ ３ ２

第 号

消
方

地

１

８

４ ３ ２ １

７

付
交

割
子

利

金
算

清
税

費

復
害

災

費
事

学

費
学

大

金

害
災

設
施

産
水

林
農

費
旧

復
害

災
設

施
木

土

費
旧

復

復
害

災
等

設
施

校
学

費
旧

支
諸

費
債

公

費
債

公

費
旧

費
務

総
育

教

費
育

教

金
出

等
高

費
校

学
中

費
校

学
小

費
校

学
援

支
別

特

費
校

学

費
育

体
健

保

費
育

教
会

社

海
川

河

費
う

ょ
り

橋
路

道

費
画

計
市

都

費
湾

港

費
岸理

管
察

警

費
察

警

費
宅

住 商

費
工

商

費
動

活
察

警

費

工

費
光

観

費
業

鉱
工

費
業理

管

費
木

土

費
道

水
用

業

費

１

金
資
祉
福

婦
寡
子
母

１

出
歳

金
資
祉
福
婦

寡
子
母

額
残
引
差

出
歳
入
歳

計
合

成
平 越
繰

へ
度

年
翌

会
他

１

金
入

繰
１

山
度
年

繰
１

金
越

繰
２

金
入

繰
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付
貸

１

入
収

諸
３

金
越合

入
歳

入
雑

２

入
収
利
元
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計
合

出
歳

費
備
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１
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度
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翌

額
残
引
差
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歳
入

成
平
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繰

へ

付
交

割
当
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３

口
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得
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４

金付
交
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方
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５

付
交

交
税
用
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場
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ゴ

６

金

交
税
得
取

車
動
自

８

金
付

金
算
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割

子
利
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付
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歳

入
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費
備
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４
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３
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２
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付
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収
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収
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漁
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１

１

第 号

１

５

１

４

ー
ジ

段

行

口
県
日
本
海
海
区

口
県
瀬
戸
内
海
海
区

雑

誤
成
十
五
年
十
月
十
四
日
山
口
県
告

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

海

区

名

費
湾

港

費
業

事
備

整
湾

港

引
差

出
歳

入
歳

計
合

出
歳

越
繰
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度

年
翌

額
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挙
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理
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債
県

債
県

入
雑

入
収

諸

計
合

入

誤 一
、
七
六
五

二
、
一
八
八

報

示
第
五
百
十
三
号
（
公
有
水
面

第
九
十
二
号

百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

三
分
の
一
の
数

円

委
員
会

出
歳

正

の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
）

一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を

長

上

符

正

顕

三

上

左
か
ら八

字
切

四

上

二

字
切

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

ペ
ー
ジ

段

行

字 字
山
口
県
告
示
第
三
十
号
（
公
有
水

誤

一
七

字
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